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平成27年 第９回北上市教育委員会臨時会 

 

 

１  日   時   平成 27年６月１日（月）  午前 11時 00分  

 

２  場   所   北上市役所３階会議室  

 

３  日   程   別紙のとおり  

 

４  会議に出席した者  

  教育長    小  原  善  則  

  教育委員   薄  衣  景  子  

  教育委員   髙  橋  善  郎  

  教育委員   高  橋  きぬ代  

  教育委員   照  井    渉  

 

５  説明のため出席した職員  

 【 教 育 部 】 

   教 育 部 長  阿  部  裕  子  

   総 務 課 長  菅  野  和  之  

 

６  会議の大要  

教育長の職務代理者の指名が行われた。  

 

 以下、会議の概要は次のとおりでした。  

 

（開会  午前 11時 20分）  

総 務 課 長 

 

 

教 育 長 

 

 

 

 

 

 

今日から、教育長が進行となりますので、よろしくお願いし

ます。  

 

開会の前に、就任式でも話しましたが、本日から３年間とい

うことで、辞令を頂戴いたしました。本日就任の照井さんにお

かれましては、４年ということですが、私は新しい制度に則っ

て、３年で一区切りということになりますので、改めてよろし

くお願いいたします。  

 照井さんからも一言お願いします。  

 



- 2 - 

照井渉委員  

 

 

 

 

 

教 育 長 

 

薄衣景子委員  

 

 

 

 

 

 

髙橋善郎委員  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高橋きぬ代委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

教 育 長 

 

 

 改めましてよろしくお願いします。分からないことだらけで

すが、ＰＴＡ会長の３年目を務めておりまして、色々な課題が

あったりしましたので、それを参考にしながら教育委員会に貢

献できればなと思いますので、どうぞよろしくお願いいたしま

す。  

 

 引き続きおられる委員さん方を改めて紹介いたします。  

 

 薄衣景子と申します。年数は長いのですが、教育について詳

しいかというところが比例しないのが残念なところですが、毎

日勉強だと思ってやっています。皆さんと一緒に改めて教育委

員になって教育委員会がどういうものか、学校教育とかがどう

やってなされていくのか、勉強するいい機会に恵まれました。

今後ともよろしくお願いします。  

 

 髙橋善郎です。よろしくお願いします。この６月１日で４年

目に入らせていただきました。私も照井さんと同じようにＰＴ

Ａの保護者という枠で御指名をいただいたと思っております。

子どもは義務教育を終わりましたが、務めとしてその頃の培っ

た経験を融合させること、それから今も保護者との付き合いは

ありますので、これを拡大して子ども達が現場でどう感じてい

るのかというのを感じとりながら、教育委員として職務を務め

られればなと思っておりますので、今後ともよろしくお願いい

たします。  

 

 私は、教育現場で 32年間勤めてまいりましたが、退職してか

ら別の立場で教育について、考えていけるという事はとてもあ

りがたい立場だなと思います。北上の教育がどうあればいいの

か、子ども達の成長のための環境作りというのがどうあればい

いのかという事が現役時代から興味のある事でしたので、それ

を引き続き考えて、別の立場で見て行けることはありがたいと

思っておりますので、そういった面で、できることをがんばっ

ていきたいなと思います。どうぞよろしくお願いいたします。  

 

 教育委員会は、教育委員４名と教育長という組織で、これま

では教育長も含めた５人で教育委員会議が運営されるというこ

とで、しかも合議制だということで、教育委員会事務局を統括
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教 育 長 

 

 

 

 

 

教 育 部 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教 育 長 

 

 

 

する教育長はできる限り教育委員の皆様に進捗状況や経営方針

をお知らせをし、御意見を頂戴し、御賛同をいただくことが求

められているものでございます。これまでもそうでしたが、ま

だまだ不十分な実態だということは認識しながら、課題を感じ

ながらきたところでありました。今後ともよろしくお願いした

いと思います。  

 それでは、ただいまから平成 27年第９回北上市教育委員会臨

時会を開催いたします。  

 ただいまの出席者は５人であります。  

 定足数に達しておりますので、会議は成立いたしております。 

 日程第１  会期の決定を行います。  

今臨時会の会期は本日１日といたしたいと思います。これに

御異議ございませんか。  

 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり。）  

 

 異議なしと認めます。よって、会期は本日１日と決定いたし

ました。  

 それでは日程２  北上市教育委員会教育長の職務代理者の指

名を行います。  

 内容について説明をお願いします。教育部長  

 

 北上市教育委員会教育長の職務代理者の指名について、御説

明いたします。  

 本年４月１日施行の「地方教育行政の組織及び運営に関する

法律」第 13条第２項に「教育長に事故があるとき又は教育長が

欠けたときの職務代理者を教育長が指名する。」という規定があ

りますので、教育長から指名していただくものです。  

 なお、職務代理者の任期は、法律で定められておりませんの

で、教育長が新たに職務代理者を指名するまでの期間となりま

す。  

 以上、よろしくお願いいたします。  

 

 何か御質問等ありますでしょうか。  

 

  （「なし」と呼ぶ者あり。）  
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教 育 長 

 

 

 

 

 

教 育 長 

 

 なければ職務代理者の指名を行います。  

 薄衣景子委員さんに職務代理者をお願いしたいと思います。  

 よろしいでしょうか。  

 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり。）  

 

以上で本日の会議を閉じさせていただきます。  

 

（閉会  午前 11時８分）  

 

 


